
意見聴取要請の概要

○ 食品安全基本法第 条第 項関係24 1

※ 食品衛生法（昭和 年法律第 号）第 条の規定に基づ22 233 10
き、同条の人の健康を損なうおそれのない添加物として、次に

掲げるものを新たに定め、併せて、同法第 条第 項の規定に11 1
基づき、規格基準を設定すること。

（平成 年 月 日付け）19 3 19

・バレルアルデヒド

酒類や茶葉、パン類などに含まれているほか、果物、穀類、豆

類、乳製品等の様々な食品の香気成分として天然に含まれている

成分であり、欧米では清涼飲料、キャンディー、焼き菓子、アイ

スクリーム等、様々な加工食品において風味を向上させるために

添加されている。

（平成 年 月 日付け）19 3 19

・イソバレルアルデヒド

果実、野菜、乳製品等の様々な食品の香気成分として天然に含

まれている成分であり、欧米では焼き菓子、アイスクリーム、キ

ャンディ、清涼飲料、肉製品等、様々な加工食品において風味を

向上させるために添加されている。

（平成 年 月 日付け）19 3 19

・ソルビン酸カルシウム

、 。食品の保存料として 欧米諸国等で広く使用が認められている

我が国においては、ソルビン酸が昭和 年、ソルビン酸カリウ30
ムが昭和 年に食品添加物として指定され、対象食品と使用量35
について使用基準が設定されている。

資料４








